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令和８年度和歌山県関係人口創出・拡大モデル事業業務委託に係る公募要領 

 

和歌山県では、関係人口創出WEBプラットフォーム「わかやまFUNBASE」

を運用し、県内で地域づくりに取り組む魅力的な人や団体（以下、「地域の人・

団体」という。）の情報を発信するとともに、地域の活性化や地域活動に関わ

りを持ちたいと考える方と繋がる（マッチング）機会を提供することで、関係

人口の創出と継続的な交流による関係の深化を目指しています。 

「地域の人・団体」が関係人口を呼び込み、継続的な関係を構築する上で参

考となるモデル事業を実施することにより、県内における関係人口創出・拡大

に向けた取組の促進を図るため、モデル事業を効率的かつ効果的に実施する民

間企業、NPO法人、その他の団体（以下、民間事業者等という。）を募集し、

プロポーザル方式で委託候補者を選定します。 

 

１．委託業務の概要 

（１）委託業務名 

令和８年度和歌山県関係人口創出・拡大モデル事業 

（２）業務内容 

別紙「委託業務仕様書（案）」のとおり 

（３）提案募集する事業テーマ 

次の３テーマ区分に基づく事業を募集する。 

ア （重点テーマ①）二地域居住等促進による地域の活性化 

イ （重点テーマ②）国内に長期滞在可能な外国人と地域との交流によ

る地域の活性化 

ウ 自由テーマ 

【留意事項】 

審査における配点は、提案内容を重視するため、重点テーマの選択の有

無による加点はない。どのテーマであっても、提案内容により評価する。 

（４）提案限度額 

１件あたり金２，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（５）選定件数 

   ５件程度 

（６）契約期間 

契約締結日から令和９年３月１５日まで 

 

２．応募資格 

応募できる者は、業務内容を的確に遂行する能力を有する民間事業者等で 

あり、次に掲げるすべての要件を満たす者とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の
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規定に該当する者ではないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加

を排除されている者ではないこと。 

（３）県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けている者

ではないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）等による手続きを行っている者ではないこと。 

（５）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差

押又は競売手続の開始決定がなされていないこと。 

（６）国税及び都道府県税の滞納がない者であること。 

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行って

いる者ではないこと。 

（９）以下のいずれかに該当すること。 

① わかやま FUNBASE に登録された「地域の人・団体」であり、その情報

が公開されている者（参考： https://wakayamafunbase.com/groups/ ） 

② 事業実施までに、わかやま FUNBASE の「地域の人・団体」に登録し、

その情報を公開する者 

③ ①又は②と連携し、事業を実施する者 

    

３．スケジュール 

項 目 日 程 

公募開始 令和８年７月８日（水） 

公募要領等に関する質問締切 令和８年７月１７日（金）１７時まで 

質問への回答 令和８年７月２４日（金） 

応募表明締切 令和８年７月２８日（火）１７時まで 

企画提案書類提出締切 令和８年８年３日（月）１７時必着 

選定結果の通知 令和８年８月１０日（月）頃（予定） 

契約期間 契約締結日から令和９年３月１５日まで 

 

４．質問及びプロポーザル応募表明 

応募にあたり質問がある場合及びプロポーザルに応募する場合は、下記フ

ォームにより電子申請システムで申請してください。 

なお、口頭による質問及び応募表明は受け付けません。 

（１）申請期限 

  ① 質問事項の申請 令和８年７月１７日（金）１７時まで 

  ② 応募表明の申請 令和８年７月２８日（火）１７時まで 

https://wakayamafunbase.com/groups/
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（２）申請先 

  ① 質問事項の申請 https://logoform.jp/form/WEVN/1625374 

  ② 応募表明の申請 https://logoform.jp/form/WEVN/1625403 

（３）申請方法 

   電子申請システムにより上記期限内に申請すること。 

   なお、期限を過ぎて提出されたものは一切受け付けません。 

（４）質問への回答 

   質問に対する回答は、令和８年７月２４日（金）までに、地域振興課の

ホームページ内にて公開します。 

（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022200/index.html） 

 

なお、提案書類の記載内容及び評価基準に関する質問、他の応募者から 

の提案書提出状況に関する質問、積算に関する質問等は、公平性の確保及 

び公正な選考を妨げるおそれがあるので受け付けません。 

 

５．企画提案書類等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

次に掲げる書類を必要部数提出してください。 

ただし、企画提案書類の提出日において、「和歌山県物品の購入、役務

の提供等の契約に係る競争入札参加資格に関する要綱」第３条に定める入札

参加資格を有する者は、「和歌山県物品・役務の契約に係る競争入札参加資

格審査結果」の写しを提出することにより、書類⑤～⑪の提出を省略するこ

とができます。 

なお、各書類については、提出書類一覧（別紙１）を参照してください。 

① 応募申請書（様式１）･･･１部 

② 応募資格に反しない旨の宣誓書（様式２）･･･１部 

③ 企画提案書（様式３）･･･５部 

④ 見積書（様式４）･･･正１部、副（写し）４部 

⑤ 提案者の概要に関する調書（様式５）･･･１部 

⑥ 役員等に関する調書（様式６）･･･１部 

⑦ 直近１事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は

これらに準ずる書類･･･１部 

⑧ 登記事項証明書･･･１部 

⑨ 印鑑証明･･･１部 

⑩ 国税に未納の税額がないことの証明書・･・１部 

⑪ 都道府県税（法人又は個人事業税、法人県民税、自動車税等）に未納が

ないことの証明書･･･１部 

⑫ 提出書類のうち該当のないものについての申立書（様式７）･･･１部 

https://logoform.jp/form/WEVN/1625374
https://logoform.jp/form/WEVN/1625403
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ただし、県が必要と認める場合は、追加資料を求める場合があります。 

（２）提出期限 令和８年８年３日（月）１７時必着 

（３）提出曜日 月曜から金曜まで（祝日及び休日は除く。） 

（４）提出時間 ９時から１７時４５分まで（最終日は１７時００分まで） 

（５）提出場所 和歌山県地域振興部地域振興課（県庁本館４階） 

        和歌山県和歌山市小松原通１－１ 

電話：０７３－４４１－２９３０ 

（６）提出方法 

地域振興課まで持参又は郵送により上記の提出期限及び提出時間内必着 

にて提出してください。なお、郵送により提出した場合は、受領確認を地 

域振興課あてに電話にて行ってください。 

 

（７）その他 

 ①企画提案書の提出は、１つのテーマにつき１つとすること。 

なお、同一の事業者が、１（３）に示したテーマに応じて、それぞれ企

画提案書を提出することは可能です（各テーマ１提案、最大３提案可能）。

複数の事業が採択される場合もあります。 

（例：最大３提案する場合） 

・二地域居住等促進による地域の活性化をテーマにした提案 １件 

・国内に長期滞在可能な外国人と地域との交流による地域の活性化をテ

ーマにした提案 １件 

・自由テーマに基づく提案 １件 

② 提出期限後の提出書類の変更、差し替え及び再提出は認めません。 

  ③ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

  ④ 応募者は、応募申請書の提出をもって、公募要領等の記載内容に同意し 

たものとします。 

  ⑤ 企画提案書作成にあたり、本要領及び別紙「委託業務仕様書（案）」の 

業務内容の具体的な提案に加え、以下の内容を必ず盛り込むこと。 

    ・提案概要（コンセプト、基本方針） 

    ・対象者（ターゲット層）、定員（規模）及び目標値の設定 

    ・実施体制 

    ・実施スケジュール 

    ・類似事業に関する実施実績 

  ⑥ 見積書作成にあたり、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか 

免税事業者であるかに関わらず、見積もった金額に当該金額の１００分 

の１０に相当する額を加算した額を見積書に記載してください。提案金 

額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込み額とします。 
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６．委託事業者の選定及び評価方法 

県が別に定める委員により組織された「和歌山県地域振興部公募型プロポ 

ーザル方式等事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）が、以下の 

審査方法により、契約候補者を選定します。 

（１）書類審査 

企画提案書類等について、競争性及び透明性の確保に十分に配慮しながら、

企画提案の内容及び事業の実施能力等を審査項目に基づき採点し、評価の高

い上位から順に、「１（５）選定件数」に定める数の事業者を契約候補者と

して選定します。 

（２）審査項目及び審査内容 

提案のあった事業内容について、別紙２に記載の審査内容の項目に基づき

数値で評価し、契約候補者を選定します。 

（３）契約候補者の決定 

① 選定委員が提出書類により審査・評価・採点し、評価点数の合計が満点

の６割以上である企画提案を行ったもののうち、評価点上位の応募者５

者を契約候補者とします。なお、提案限度額に達しなかった場合等、予

算に余裕がある場合は採択数を増やす場合があります。 

② 同一評価点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な応募者

を上位とします。 

③ 応募者が１者のみの場合、審査結果において各審査委員の評価点数の合

計が満点の６割以上に達していれば、当該応募者を契約候補者とします。 

④ 審査員の１人以上が「１点（たいへん劣っている）」の評価をした審査 

項目があった場合は、原則、選定の対象としません。 

（４）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、令和８年８月１０日(月)頃（予定）に、文書にて通知するとと

もに、以下の内容を地域振興課ホームページにて公表します。 

① 契約候補者の名称及び評価点 

② 不採択の応募者の評価点（応募者名は公表しません。） 

 

７．参加に際しての注意事項 

（１）失格事由 

  以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となります。 

  ① 選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

② 他の応募者と応募提案の内容又はその意志について相談を行った場合 

③ 契約候補者選定終了までの間に、他の応募者に対して応募提案の内容を 

意図的に開示した場合 

  ④ 提出書類に虚偽の記載をした場合 

  ⑤ 公募要領に違反すると認められる場合 
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  ⑥ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

（２）無効事由 

  以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効となります。 

  ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

 ② １（４）の提案限度額を超えた見積額を提示した場合 

（３）著作権、特許権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権

その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている

ものを用いた結果生じた責任の一切は、応募者が負うものとします。 

（４）費用負担 

提出書類の作成、提出等プロポーザル参加に要する経費等は、すべて応募

者の負担とします。 

（５）その他 

  ① 書類作成において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とし 

ます。 

② 提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに県まで連絡ください。 

 

８．委託契約について 

（１）契約の締結について 

選定委員会で選定された契約候補者と県は、条件等について協議の上、委

託業務仕様書案の内容を確定し契約を締結します。協議が整わなかった場合、

もしくは契約候補者が契約を辞退した場合には､評価点が次点の者と協議す

ることとします。 

また、企画提案の内容については、契約候補者の提案に拘束されるもので

はなく、より事業の効果を上げるため、県との協議により適宜変更を求める

ことがあります。 

（２）契約保証金 

委託契約締結前に、原則として契約金額の１００分の１０以上を契約保証 

 金として納付してください。 

なお、契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、地方自 

 治法施行令第１６７条の１６及び和歌山県財務規則第９２条から第９４条ま

での規定の定めるところによります。 

 

９．業務の適正な実施に関する事項 

（１) 業務の一括再委託の禁止 

受託者は、業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせることができま 

せん。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県

と協議のうえ、業務の一部を委託することができます。 
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（２）個人情報保護 

委託業務を行うにあたり個人情報を取り扱う場合には、その取扱に十分留 

意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めてください。 

（３）守秘義務 

委託業務を行うにあたり業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利 

益のために利用することはできません。委託業務終了後も同様とします。 

（４）財産権の取扱 

事業の実施により生じた著作権、特許権等の知的財産権は、県に帰属する 

ことになります。 

 

１０．問い合わせ先 

〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１ 

和歌山県地域振興部地域振興課（担当：宮地、竹本、横畑） 

ＴＥＬ：０７３－４４１－２９３０ 

Ｅ－mail：e1001001@pref.wakayama.lg.jp 



別紙１   提出書類一覧 

番号  書類名 説   明 
提出 
部数 

様式 

①  応募申請書   １部 様式１ 

②  応募資格に反しない旨の宣誓書   １部 様式２  

③  企画提案書  
委託業務仕様書（案）及び審査内容（別
紙２）に基づいて作成した企画提案の内
容を記載 

５部 様式３  

④  見積書   
正１部 
副４部 

様式４  

⑤  提案者の概要に関する調書   １部 様式５ 

⑥  役員等に関する調書  
個人事業者の場合は、代表者本人
について記入  

１部 様式６  

⑦  
貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書又はこれらに
準ずる書類  

個人事業者の場合は、青色申告書
又は白色申告書の写し  

１部 ―  

⑧  登記事項証明書  個人事業者の場合は、提出不要  １部 ―  

⑨  印鑑証明   １部 ―  

⑩  
国税に未納の税額がないことの
証明書  

法人税又は所得税、並びに消費税
及び地方消費税について未納がな
い旨の証明  

１部 ―  

⑪  
都道府県税（法人又は個人事業
税、法人県民税、自動車税等）
に未納がないことの証明書  

県が発行する第１号の１２の２様
式（県外に本店を有する事業者の
場合、本店所在地の都道府県税に
未納がないことが分かるもの）  

１部 ―  

⑫  
提出書類のうち該当のないもの
についての申立書  

提出書類のうち、該当のないもの
がある場合のみ提出 

１部 様式７  

 
※上記のうち、官公署が発行する証明書は、提出日前３か月以内に発行されたもの（写し可） 

とすること。 

※提案書類提出日において「和歌山県物品の購入、役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格 

に関する要綱」第３条に定める入札参加資格を有する者は、「和歌山県物品・役務の契約に係る 

競争入札参加資格審査結果」の写しを提出することにより、上記のうち⑤～⑪については提出 

を省略することができる。 

   

 



別紙２

評価点 加重倍率 配点

① 実施方針 5 ×２ 10

② 企画の内容（全般） 5 ×５ 25

③
企画の内容（ター
ゲットの設定）

5 ×２ 10

④
企画の内容（継続
性、持続可能性）

5 ×３ 15

⑤
企画の内容（モデル
事業としての有効
性）

5 ×３ 15

① 管理運営体制 5 ×１ 5

② 事業者等との連携 5 ×１ 5

③ スケジュール 5 ×１ 5

④ 業務実績 5 ×１ 5

⑤ 経費の妥当性 5 ×１ 5

評価

たいへん優れている

やや優れている

標準

やや劣っている

たいへん劣っている

合計点数【１００点満点】

　令和８年度和歌山県関係人口創出・拡大モデル事業業務委託に係る
公募型プロポーザル審査内容及び評価点

審査項目

企画提案内容【７５点】

・関係人口の受入に向けた地域内の機運醸成や実践につながるこ
とが期待できるか。
・他の地域や団体等の参考となり、横展開が期待できるモデル性を
有しているか。

・企画内容は、具体的で実現可能か。
・本県の関係人口創出・拡大に関する現状や課題を踏まえた企画
内容となっているか。
・県外からの関係人口の創出・拡大が期待できるか。

・県外の関係人口の創出・拡大に向け、テーマに応じた具体的かつ
適切な対象者（ターゲット層）が設定されているか。
・設定した対象者（ターゲット層）に応じた、具体的かつ効果的なア
プローチ方法や手法が提案されているか。

2

1

審査内容

・本業務を実施することにより関係人口を創出し、継続的な関係を
構築できると期待できるか。
・本事業終了後においても、地域の人・団体が主体となって、関係
人口の創出、関係の継続・発展を図ることができる仕組みや工夫が
あるか。

・適当と思われる基本方針が立てられているか。
・本業務の目的や業務内容を理解し、仕様書に示した内容に沿っ
た提案となっているか。

・提示された経費は適正であり、必要十分か。

・過去に同種同規模の事業を受託し実施した実績や業務に必要な
経験、ノウハウを十分に有しているか。

・事業実施スケジュールの具体性や実現性はあるか。

・業務の実施にあたり、県内の地域づくり事業者や市町村と必要に
応じて連携を図ることができるか。

・業務を実施するにあたり、十分な人員体制が確保されているか。

業務遂行能力【２５点】

評価点

4

5

3

※評価点の考え方


